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第３章 バーゼル III下の邦銀―規制の在り方について 

佐々木 百合

 

【エグゼクティブサマリー】 

国際的な銀行規制であるバーゼル規制は、銀行の健全性を確保し、金融システムの安定を

維持することを目的として発展してきた。バーゼル II では内部格付手法（IRB）が導入さ

れ、銀行が推計するデフォルト確率（PD）やデフォルト時損失率（LGD）などのリスクパラ

メータを用いることで、よりリスク感応的な自己資本規制が構築された。しかし 2007～2009

年の世界金融危機を契機に、銀行規制をさらに強化する必要性が認識され、バーゼル IIIが

策定された。 

バーゼル IIの下では、内部モデルによって算出されるリスク加重資産（RWA）のばらつき

が銀行間で大きいことが問題視されるようになった。この問題を検証するため、バーゼル委

員会は RCAP（Regulatory Consistency Assessment Programme）を実施し、仮想ポートフォ

リオ分析などを用いてリスクウェイトの差異を分析した。その結果、内部モデルによるリス

クウェイトの違いが、自己資本比率の比較可能性に影響を与える可能性があることが示さ

れた。 

こうした問題への対応として導入されたのが、資本フロア規制およびレバレッジ比率規

制である。資本フロア規制は、内部モデルによる RWA が標準的手法による RWA の 72.5％を

下回らないようにするものであり、レバレッジ比率規制はリスクウェイトを用いず総エク

スポージャーに対する自己資本の最低比率を求めるものである。しかしこれらの規制は、

RCAP で行われたような詳細なリスク分析を直接反映するものではなく、一律の制約として

機能するという問題がある。そのため、実際にはリスクが低い資産を多く保有する銀行であ

っても、規制に抵触する可能性が生じる。 

日本の銀行は、欧米と比較して銀行貸出への依存度が高く、特にメガバンクでは信用力の
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高い大企業向け貸出の比率が高い。また担保や保証の利用、長期的な取引関係などにより信

用リスクが低く、内部モデルによるリスクウェイトが低く算出されやすい。IMFの金融セク

ター評価プログラム（FSAP, 2024）でも、日本の銀行は相対的に信用力の高い借り手を多く

抱えているため、信用リスクパラメータの悪化が資本に与える影響が比較的小さいことが

示されている。 

実際のデータをみると、３メガバンクでは内部モデルによる RWAが標準的手法による RWA

の約 6割程度にとどまっている。資本フロア規制は段階的に導入され、2027 年には 72.5％

が適用される予定であるため、今後銀行はポートフォリオ調整や資本政策の変更を迫られ

る可能性がある。またレバレッジ比率についても、日銀当座預金の扱いなどによって大きく

変動し得るため、金融政策の変化が銀行の規制比率に影響を与える可能性がある。 

以上の分析から、日本の銀行が資本フロア規制やレバレッジ比率規制の影響を受けやす

い背景は、必ずしもリスク評価の甘さではなく、貸出ポートフォリオの特性に起因する可能

性が高いことが示唆される。内部モデルによる精緻なリスク評価が行われているにもかか

わらず、それが規制上十分に反映されない場合、銀行がリスク管理を高度化するインセンテ

ィブが弱まるおそれがある。したがって、金融システムの安定という本来の目的を踏まえつ

つ、規制の設計や運用について再検討する余地があると考えられる。 
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I.はじめに 

国際的な銀行規制であるバーゼル規制は、銀行の健全性を確保し、グローバルな金融シ

ステムの安定性を維持することを目的として発展してきた。とりわけバーゼル II以降

は、内部モデルを用いたリスク感応的な規制が導入され、銀行が保有するリスクをより精

緻に測定し、その結果を自己資本規制に反映させる枠組みが構築されてきた。しかし、リ

ーマンショック（世界金融危機）を契機として、さらにバーゼル規制を強化する必要性が

あることが指摘されるようになった。 

バーゼル規制を強化する議論のなかで、バーゼル IIから採用されている内部モデルに

よるリスク加重資産（RWA）のばらつきが注目され、ばらつきの度合いを測って比較する

ことが望まれた。そのため、バーゼル委員会では、RCAP（Regulatory Consistency 

Assessment Programme）と呼ばれる分析を行った。RCAPでは、仮想ポートフォリオ分析な

どを通じて、様々な条件をコントロールしたもとで、各国のリスクウェイトに差異がある

ことが示された。このため、一定以上の差異が生じないような策が求められた。 

それを受けて導入されたのが、資本フロア規制およびレバレッジ比率規制である。しか

し、資本フロア規制は単純に内部モデルと標準モデルに差があれば規制するというもので

あり、レバレッジ比率規制も、全資産に占める自己資本の比率を既定するものであり、

RCAPのときのように様々な条件をコントロールしたうえでのリスクウェイトの違いを是正

するものではない。そのため、例えばリスク評価が厳しくリスクウェイトを高めに設定し

ている銀行であっても、リスクの低い安全資産が占める比率が高いとこれらの規制に抵触

してしまう可能性がある。これは規制の本来の目的である「金融システムの安定」ではな

く、むしろリスクの低い先に貸し出すほど規制に抵触してしまうという歪んだ効果が生み

出されている可能性を示唆している。本論文は、この点に着目し、如何に異なる影響が出

るのかを明らかにし、規制の在り方について考察することを目的としている。 

本論文の構成は以下のとおりである。第Ⅱ節では、バーゼル Iからバーゼル IIへの規

制の変化を整理し、内部モデル導入の背景を確認する。第Ⅲ節では、バーゼル IIIの誕生

と RWAばらつき問題、RCAPの目的と分析結果を概観する。第Ⅳ節では、RCAP の帰結とし

て導入された資本フロア規制およびレバレッジ比率規制の位置づけと問題点を検討する。

第Ⅴ節では、日本の銀行のポートフォリオ特性と内部モデルの実態を国際比較の観点から

整理する。第Ⅵ節で結論を述べる。 

 

II.バーゼル規制の変化 ― バーゼル Iからバーゼル II へ 

１．バーゼル I：単純なリスクウェイトとその限界 

国際的な銀行規制として最初に合意されたバーゼル Iは、1988年にバーゼル銀行監督委

員会によって策定された。バーゼル Iでは、銀行の信用リスクに対して自己資本比率 8％

を維持することが求められ、その分母となるリスク加重資産（Risk-Weighted Assets, 

RWA）は、資産区分ごとに定められた単純なリスクウェイトを用いて算出された。企業向

け貸出については、借り手の信用力にかかわらず一律 100％のリスクウェイトが適用され
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るなど、極めて簡素な設計が特徴であった。 

この単純さは、規制の透明性や国際的な実施の容易さという点では利点を有していたも

のの、信用力の異なる借り手を区別できないという根本的な問題を内包していた。優良企

業向け貸出と信用力の低い企業向け貸出が同一のリスクウェイトで扱われるため、銀行に

とっては相対的にリスクの高い貸出を選好するインセンティブが生じ得る。さらに、日本

の場合は当時は不良債権が問題となっていたため、不良債権を持つ企業への貸出を継続す

ることで、それらの企業の破綻を防ぐといったインセンティブもあったと考えられる。ま

た、自己資本比率の維持が求められる局面では、リスクの低い優良な貸出が抑制される可

能性も指摘された。こうした点から、バーゼル Iはリスク感応性に乏しく、銀行行動を歪

めるおそれがあるとの批判が次第に強まっていった。 

 

２．バーゼル II：内部モデル導入とリスク感応性の向上 

バーゼル Iの限界を克服するために導入されたのが、2004年に公表されたバーゼル II

である。バーゼル II の最大の特徴は、信用リスクの計測において内部格付手法

（Internal Ratings-Based approach, IRB）を導入した点にある。IRBの下では、銀行は

自ら推計したデフォルト確率（PD）やデフォルト時損失率（LGD）などのリスクパラメー

タを用いて RWAを算出することが可能となり、規制は大幅にリスク感応的なものとなっ

た。この制度設計は、銀行が保有する与信データやリスク管理能力を活用し、実態に即し

たリスク評価を行うことを意図したものであった。リスクの低い資産については RWAが低

く算出され、高リスク資産についてはより多くの自己資本を求めるという点で、バーゼル

IIはバーゼル Iに比べて理論的に整合的な枠組みを提供したと評価できる。 

しかし同時に、内部モデルの導入は規制の複雑化をもたらし、銀行間で算出される RWA

や自己資本比率の比較可能性を低下させるという新たな課題を生んだ。モデルの仕様やパ

ラメータ推計方法、監督当局の裁量の違いによって、類似した資産であっても銀行ごとに

異なる RWAが算出される可能性がある。この点は、後にバーゼル IIIおよび RCAPにおい

て中心的な論点となる。 

 

  



 

5 

 

III.バーゼル III の誕生と RCAP 

１．バーゼル IIIの誕生 

2007年から 2009年にかけての世界金融危機、いわゆるリーマンショックが発生し、世

界的に金融システムを中心とする混乱が発生した。当時バーゼル IIを適用済みだった日

本の銀行は、未適用だったときに比べればリスクを減らすことができていたが、それでも

流動性リスクなど、バーゼル IIでカバーしていない問題も発生した。アメリカの銀行は

バーゼル IIを未適用だったので、さらに大きな影響があったといえる。オバマ大統領は

先進国を代表するように、バーゼル規制の強化を約束し、混乱を抑えようとした。そして

金融サミットでもバーゼル規制の強化が議論され、バーゼル IIIがつくられることになっ

た1。 

バーゼル IIIでは、自己資本の質・量の引き上げに加え、リスクベース規制を補完する

さまざまな新規制が導入された。図１にはバーゼル IIIの全体像が描かれている。これを

みると、自己資本比率規制を中心に、流動性規制やレバレッジ比率規制などが追加されて

いることがわかる。同時に、カウンターシクリカルバッファーのようなバッファーもいく

つか設定された。 

 

２．RWAのばらつき問題と RCAP 

バーゼル II以降、国際的に活動する銀行の間で、RWAや自己資本比率に大きな差が存在

することが広く観察されるようになった。類似した業態や規模を有する銀行であっても、

平均リスクウェイトが大きく異なるケースが見られ、こうした差異が実際のリスク構成を

反映したものなのか、それとも内部モデルの運用や監督実務の違いに起因するものなのか

が問題とされた。 

このばらつきは、自己資本比率の国際比較可能性を損ない、市場規律や規制の信認を低

下させるおそれがある。とりわけ、内部モデルによって RWAが過度に低く算出されている

のではないかとの疑念が、一部の銀行に対して向けられるようになった。こうした問題意

識の下で実施されたのが、Regulatory Consistency Assessment Programme（RCAP）であ

る。RCAPの目的は、各国・各銀行においてバーゼル規制がどの程度一貫して適用されてい

るかを検証し、RWAのばらつきの要因を体系的に明らかにする点にあった。 

とりわけ BCBS (2013)「Regulatory consistency assessment programme (RCAP) –

Analysis of risk-weighted assets for credit risk in the banking book」では、リス

クウェイトのばらつきについて主要国の約 30行のデータをサンプルとして分析を行って

いる。図２に示されているグラフは、Hypothetical Portfolio Exercise（HPE）で観察さ

れたリスクウェイトの銀行間ばらつきが、自己資本比率にどの程度の差を生じさせ得るか

を示すために作成された図である。本図は、各銀行の内部モデルに基づくリスクウェイト

を、サンプル銀行全体の中央値（ベンチマーク）リスクウェイトに置き換えた場合に、自

 
1 兼ねてよりバーゼル II の強化案はあったが、バーゼル III 制作の直接的きっかけは

BCBS のウェブサイトにも明記されているように世界金融危機といえる。

https://www.bis.org/bcbs/basel3.htm 

https://www.bis.org/bcbs/basel3.htm
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己資本比率がどのように変化するかを試算したものである。 

計算では、HPEで観察されたソブリン向け、銀行向け、企業向けの仮想ポートフォリオ

における各銀行のリスクウェイトの乖離が、それぞれの銀行の実際のソブリン向け、銀行

向け、企業向けポートフォリオ全体にも代表的に当てはまると仮定する。そのうえで、各

銀行について、中央値リスクウェイトを適用した場合のリスク加重資産（RWA）を近似的

に算出する。ここでは、HPEで得られた平均的なリスクウェイトの乖離を用いて、当該 3

資産クラスの RWAを調整する。なお、ソブリン向け・銀行向け・企業向け以外の RWAや資

本額については、一切の調整を行わない。また、エクスポージャーがゼロでない部分のみ

を対象としている。次に、各銀行が当初 RWAの 10％に相当する自己資本を保有していると

仮定し、資本の絶対額を固定したまま、調整後 RWAに基づいて自己資本比率を再計算す

る。Chart1は、この再計算後の自己資本比率が当初の 10％からどの程度変化するかを、

パーセンテージポイントの差として示している。各バーは 1銀行を表しており、中央値リ

スクウェイトを適用した結果、RWAが増加すれば自己資本比率は低下し、RWA が減少すれ

ば自己資本比率は上昇する。 

本図が示すのは、内部モデルによるリスクウェイトのばらつきが、同一の初期自己資本

比率を前提としても、見かけ上の自己資本比率に一定の差を生じさせ得るという点であ

る。すなわち、平均的に低い PDや LGDを用いている銀行は、中央値ベンチマークを適用

すると自己資本比率が低下し、反対に平均的に高いリスクウェイトを用いている銀行は、

自己資本比率が上昇する。この分析は、リスクウェイトのばらつきが資本比率の比較可能

性に与える潜在的影響を可視化することを目的としている。ただし、HPEで観察された乖

離が実際のポートフォリオ全体に代表的であるという仮定に依拠している点には留意が必

要である。これらの分析は、リスクウェイトの乖離がソブリン、銀行、企業ポートフォリ

オにのみ適用されるなど、限定的なものではあるが、銀行によって内部モデルによる RW

が大きく異なることを端的に示しているものである。 

 

IV.資本フロア規制とレバレッジ比率規制 

RCAPの結果を踏まえ、過度に低い RWAが算出される可能性に対する制度的な歯止めを設

けることが必要であると考えられた。そして RWAのばらつきが大きくなりすぎないために

新たな規制として資本フロア規制とレバレッジ比率規制が導入されることになった。本来

は同じリスクの資産に対する RWAのばらつきをある範囲に抑えることが目的だが、現実的

にはリスク評価はそれぞれの銀行で多岐にわたるので、ひとつひとつについてばらつきの

度合いを決めることは難しい。そこで、資本フロア規制やレバレッジ比率規制といった、

内部モデルによる精緻なリスク評価とは異なり、結果として算出される比率に直接的な制

約を課す規制が導入されることになった。 

 

１．資本フロア規制とレバレッジ比率規制 

資本フロア規制は、バーゼル III最終化の過程において導入された規制であり、内部モ

デルを用いて算出されたリスク加重資産（RWA）が、標準的手法によって算出された RWA
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の一定割合を下回らないようにすることを求めるものである。最終的には、内部モデルに

よる RWAが標準的手法による RWAの 72.5％以上であることが求められ、段階的な移行措置

を経て適用されることとなった。 

レバレッジ比率は、リスクウェイトを用いず、総エクスポージャーに対する自己資本の

比率を一定水準以上に維持することを求めるものであり、内部モデルや標準的手法による

リスク評価とは独立した制約として位置づけられている。 

 

２．資本フロア規制とレバレッジ比率規制の問題点 

資本フロア規制とレバレッジ比率規制はいずれも、RCAPによって明らかにされた RWAば

らつき問題への対応として導入されたものであるが、両規制には共通する構造的な問題が

存在する。それは、RCAPにおいてはリスクを精緻に検証したにもかかわらず、その結果と

して導入された規制が、必ずしも個々のリスクの違いを精査しない形で作用している点で

ある。 

RCAPでは、仮想ポートフォリオ分析や詳細なパラメータ比較を通じて、リスクベース要

因と実務ベース要因を切り分け、低いリスクウェイトが必ずしも甘い評価を意味しないこ

とが示された。しかし、資本フロア規制やレバレッジ比率規制は、こうしたリスク評価の

結果を直接反映するものではなく、算出された資本比率に対して一律の下限や制約を課す

仕組みとなっている。 

その結果、リスクの低い資産を多く保有し、内部モデルによって合理的に低い RWAが算

出されている銀行であっても、これらの規制に抵触する可能性がある。この点は、規制の

目的である金融の安定性向上と必ずしも整合的ではなく、規制設計そのものが新たな歪み

を生む可能性を示唆している。 

 

V.日本の銀行への資本フロア規制とレバレッジ比率規制の影響 

１．日本の銀行の貸出ポートフォリオの特徴 

日本の資金調達は、特に米国に比べると銀行の比率が相対的に高い。メガバンクは安全

でリスクウェイトの低い優良大企業への貸出の比率が高くなっている。また、担保や保証

の活用によってデフォルト時損失率が抑制されている点、長期的な取引関係を通じた慎重

な与信管理が行われている点などからも、内部モデルによるリスクウェイトの低い貸出が

多く、リスク加重資産が小さくなりがちであると考えられる。 

日本の銀行が用いている内部格付手法については、IMFによる金融セクター評価プログ

ラム（FSAP, 2024）において国際比較の観点から分析が行われている。同報告書の図２７

では、気候移行リスクを想定したストレステストの一環として、銀行の信用リスクに関わ

る主要パラメータである PD、LGD、およびクレジットスプレッドを段階的に変化させ、そ

の影響を分析している。具体的には、これらのパラメータについて分布の中央値、75パー

センタイル、90パーセンタイルに相当するショックを適用し、銀行の自己資本比率に与え

る影響を比較している。その結果、ショックの強度が高まるにつれて銀行間の影響のばら

つきは拡大するものの、日本の国際業務を行う銀行については、全体として資本への影響
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が相対的に限定的であることが示されている。FSAPは、この結果の背景として、国際業務

行が相対的に信用力の高い借り手を多く抱えていることを挙げており、信用リスクパラメ

ータの悪化が資本に与える影響が抑制されていると解釈している。つまり、日本の銀行が

相対的に信用力が高く、リスクウェイトの低い資産を多くもっていることを裏付けている

といえる。 

資本フロア規制に抵触しやすくなる要因としては、標準的手法改訂も可能性がある。バ

ーゼル III最終化に伴い改定された感応的標準的手法では、外部格付や資産区分に基づく

リスクウェイトが見直された。例えば、外部格付を有しない企業に対しては一律のリスク

ウェイトが適用されるため、実際には信用力の高い企業であっても、形式的に無格付であ

るという理由だけで相対的に大きい RWAが適用される。また、株式や不動産、商業用不動

産（CRE）に対するリスクウェイトは、標準的手法において特に保守的に設定されてい

る。日本の銀行は株式の保有があるため、標準的手法によるリスク加重資産の額はその分

大きくなる。標準的手法によるリスク加重資産の 72.5％が資本フロアなので、資本フロア

に抵触する可能性が増すと考えられる。 

 

２．データによる確認 

では実際の値はどうなっているだろうか。表１は 2025年３月末時点の３メガバンクの

内部モデル手法（IRB）により算出されたリスク加重資産（RWA）、標準的手法によるリス

ク加重資産（RWA）の額と、内部モデル手法によるリスク加重資産が標準的手法によるリ

スク資産の何割になるかを示した値である。表１に示されるとおり、わが国の３メガバン

クにおいては、内部モデル手法（IRB）により算出された RWAが、標準的手法による RWA

を大きく下回っている。例えば、MUFG、三井住友、みずほのいずれも、内部モデルによる

RWAは標準的手法の約６割台にとどまっている。資本フロア規制は、内部モデルによる

RWAが標準的手法の 72.5％を下回らないことを求めるものであり、2025年時点では経過措

置として 65％が適用されるため現状では概ね基準を満たしているが、2027年に 72.5％へ

完全移行するので、それに合わせて調整をするか、または、調整できない場合は標準モデ

ルの RWAの 72.5％に当たる金額が RWAとして採用される。 

内部モデル RWAと標準モデル RWAを調整するときには、その差が大きい資産を減らし、

差が小さい資産を増やすことになる。このような調整は必ずしもリスクを抑えることとは

関係なく、この規制の本来の目的である「金融システムの安定」とは異なるものである。

一方、このような調整をせず、資本フロア規制に抵触すれば、内部モデルで実現できるは

ずだった自己資本比率よりも低めに出てしまうことになり、これも規制本来の目的とは関

係がない。 

レバレッジ比率についても同様に 2025年３月の３メガバンクの値を示しているのが表

２である。表２をみると、３行ともに G-Sibsバッファーを含むレバレッジ比率規制を満

たしている。現在のレバレッジ比率は、コロナ期に日銀当座預金残高を分母が除いてよい

ことになり、かなり上昇した。しかし、日銀当座預金残高を含めると、規制比率にかなり

近い値となっている。今後、日銀が QTつまり量的引き締めを行っていく場合、銀行がそ

の国債を買い取れば、国債が増えて日銀当座預金は減少する。すると、レバレッジ比率は
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低下していく。QTをすすめるにあたり、レバレッジ比率が低下するのは規制の目的とは関

係ないが、この影響で資本や資産を見直す必要が出てくるかもしれない。 

 

VI.結論 

本論文の分析から明らかになったのは、日本の銀行が資本フロア規制やレバレッジ比率

規制の下で相対的に拘束を受けやすい状況に置かれている背景が、必ずしも銀行のリスク

評価の甘さや過度なリスクテイクに起因するものではないという点である。RCAPでは、内

部モデルに基づくリスク評価が精緻に検証されたにもかかわらず、資本フロア規制および

レバレッジ比率規制は、個別のリスク評価の結果を直接反映しない形で作用している。こ

の点に、現行規制の構造的な問題が存在すると考えられる。 

このように、規制が本来の目的とは異なる形で効いてしまうと、それを回避するために

予定外のポートフォリオ調整を行うことになる。あるいは、銀行が内部モデルによるリス

ク評価の高度化に投資するインセンティブが低下するおそれもある。精緻なリスク管理を

行っても、その成果が資本規制上十分に反映されないのであれば、内部モデルを用いる意

義自体が損なわれかねない。資本フロア規制とレバレッジ比率規制は、本来の「金融シス

テムの安定」という目的のもとに、内部モデルの行き過ぎたばらつきに対するバックスト

ップとして導入されたものだが、そのねらいとは異なる形で影響を与える可能性は排除す

る方が望ましいのではないだろうか。 

以上を踏まえると、日本の銀行が今後国際競争力をつけていくうえで、国際規制をきっ

ちり守る姿勢を貫くことだけではなく、日本の銀行の実情に合う形で規制そのものの変更

を交渉したり、国内向けに裁量的なルールを適用するといった対応を積極的に行うことが

求められる。資本フロア規制やレバレッジ比率規制は、国際的な比較可能性や最低限の健

全性確保という観点から重要な役割を果たしているが、その適用が国内金融システムに与

える影響については、引き続き検証し、国際競争力をつけるうえで日本の銀行にマイナス

の影響がでないよう確認し、必要に応じて変更するように交渉したり、国内的な対応をす

ることが重要となってくるだろう。 

また、これらの問題は、日本の銀行が他国の銀行と比べて安全資産で運用している比率

が高いことから生じているととらえることもできる。銀行を健全にするためにはたしかに

安全なところに多く貸し出す方がいいが、一方で、安全な資産が多いということはその収

益性は低くなっている可能性が高い。今後日本の銀行が国際競争力をつけるためには、よ

り高い収益性をつけていくことが望まれる。 
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図１ バーゼル IIIの概要 

 

（出所）金融庁「バーゼル３（国際合意）の概要」 

https://www.fsa.go.jp/policy/basel_ii/basel3.pdf 

 

図２ リスクウェイトのばらつき 

 

（出所）BCBS(2013)  

  

https://www.fsa.go.jp/policy/basel_ii/basel3.pdf
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表１ 内部モデル利用と標準的手法（フロア掛け目前）のリスクアセットの比較 

単位千億円 内部モデル利用（A） 
標準的手法（フロア掛

目前）（B) 
（A)/(B) 

MUFG 107 164 65.2 

三井住友 93 150 62 

みずほ 72 113 63.7 

（出所）各銀行公表資料から著者作成 

 

表２ ３メガバンクの持ち株レバレッジ比率（2025年３月、％） 

 日本銀行に対する預け

金を算入しない場合 
算入する場合 

参考：G-Sibsに求めら

れるバッファーを含む

必要比率 

MUFG ５．３２ ４．１５ ３．９５ 

三井住友 ５．０９ ４．１３ ３．７ 

みずほ ４．８１ ３．８７ ３．７ 

（出所）各銀行公表資料から著者作成 
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